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「垂水づくり」における地域課題の検討とその共有化の課題

～鹿児島大学総合計画策定公開講座の内容分析を中心に～

鹿児島大学生涯学習教育研究センター　　小栗　有子

はじめに
「垂水づくり」とは，垂水市に暮らす住民自らが，垂水

という地域の個性を自覚し，その個性を大切にしながら，

よい環境を整え，よい仕事（産業）を生み出し，その地域

の暮らしを楽しむ生活文化を創造しつづける連続行為とし

て本論では定義する1。そして，ここで示す「環境」，「仕事（産

業）」，「生活文化」とは，持続可能な開発の定義で用いら

れる 4つの側面である「環境」「経済」「社会」「政治」と

同等の意味をもつものとみなし，ゆえに「垂水づくり」は，

持続可能な開発の理念を地域社会において実践することを

目指す「持続可能な地域づくり」と同義として扱う 2。

本論の目的は，その「垂水づくり」を進めていこうとす

る上で，障害となっている地域課題について検討すること

であり，また，「垂水づくり」の当事者である住民が，専

門的な知見を活かしながら，地域課題への認識を深め，住

民同士がその課題を共有していく過程を考察することで，

現状とさらに今後，地域課題の共有化を進め，当事者意識

を高めていくための課題を明らかにすることである。地域

課題の検討とその共有化について本論において考察するこ

との意義は二つあり，一つには，それが「垂水づくり」を

進めるにあたっての始点になると考えるからであり，二つ

には，それが持続可能な地域づくりと教育を結びつける端

緒になると考えるからである。

まず，前者についていえば，「垂水づくり」にしろ，持

続可能な地域づくりにしろ，それは変化を前提としている。

そして，その変化には，垂水（地域）の外から押し寄せる

変化と，垂水（地域）の内から引き起こされる変化の両方

が考えられるが，近年はとりわけ外から押し寄せる力が大

きい。たとえば，先に触れた持続可能な開発の探求が，後

戻りができない世界的潮流になっていることや，グローバ

リゼーションの進展で，時空ともに世界は縮減し，商品，

資本，環境，政策などあらゆる面で，いやおうなく地域に

変更を迫る。さらに，国内においては，2000年の地方分権

一括法の施行が始まって以来，財政問題をめぐって進退を

繰り返しつつも，確実に地方分権を促進するための政策と

制度改革が断行されている。

その変化の波に翻弄されるだけでなく，その変化を地域

においてどう受け止め，また，いかに主体性をもち，自ら

の意思で方向づけ直していけるのか。本論の主題である「垂

水づくり」は，まさにそのことを問うているのである。そ

して，地域課題の厳密な検討とその内容を住民同士で合意

していくということは，地域の置かれている状況と位置を

まずは確認しあい，変化に備えることを意味する。地域課

題の認識には，単なる問題の認識には留まらない。そこに

は，地域を将来どのようにしたいのか，どうありたいのか

という願望と目指す方向性をすでに含んでいる。

次に，後者については，持続可能な地域づくりにかかわる

地域課題は，自覚（当事者意識）を伴った問題解決の主体を

必要とすることと関係する。課題を解決する主体を抜きにし

ては，地域課題がいかに提示されようとも，それは絵に描い

た餅の域をこえることは難しい。したがって，地域課題は，

その課題解決の主体の自覚が伴うためにも，集団（地域）と

しての問題であると同時に，個人としての問題であることが

求められる。しかも，その問題解決のためには，しばしば政

治的決定や行政運営の問題を伴う難しさをはらんでいる。

持続可能な地域づくりと教育の結びつきは，昨今，持続

可能な開発のための教育（ＥＳＤ）として，破竹の勢いで

実践とともに言葉が普及しつつある 3。実践レベルで多様

1 「垂水づくり」の定義は、吉本哲郎（地元学ネットワーク主宰）
の地元学とその地元学で目指す持続可能な社会づくりの考え方
を垂水市に当てはめ表現したものである。

2 「持続可能な未来のための学習」ユネスコ著、阿部治、ほか監訳、
立教大学出版会、2005、頁 23-46

3 国内における ESDの普及活動には、2003年に設立された「『国
連持続可能な開発のための教育の 10年』推進会議」の活動には

じまり、2006年に発表された「わが国における『国連持続可能
な開発のための教育の 10年』実施計画」、さらに、2006年に始
まった地域対象の「国連ＥＳＤの 10年促進事業」（環境省）や
高等教育機関対象の「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現
代ＧＰ）：テーマ『持続可能な社会につながる環境教育』」事業
の実施が追い風になってきたといえる。
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に展開する試みをみると，その主眼は，地域の課題を自分

の問題として捉え，実感し，解決に向けて行動できること

を強調する点が共通している。しかしながら，持続可能な

地域づくりの前に横たわる課題がなんであり，それが誰に

代表される課題なのか。さらには，その課題の主体はいっ

たい誰なのかについて，厳密に語られることはあまりない。

例えば，2006年「国連ＥＳＤの10年促進事業」（環境省）

で指定された 10のモデル地域から上がってきた「地域ぐ

るみでＥＳＤを行うときに大切なこと」の内容をみると，

①相互理解を大切にする，②共通のビジョンを描く，③地

域の活動や資源を活かす，④コーディネート機能が必要，

⑤ＥＳＤを組立てるプロセス自体が大切とあり，新たに挑

戦する課題に対して当事者意識を醸成することの困難さが

読み取れる 4。

地域課題の厳密な検討とその共有化は，自覚（当事者意

識）を伴った問題解決の主体の醸成のために不可欠なプロ

セスであるばかりでなく，それらが，学習課題の設定，学

習主体の確認，学習内容の展開，学習方法の選択など学習

論にかかわる基本事項の前提となる。多大な期待が寄せら

れているように，持続可能な地域づくりにおいて教育が何

らかの意味をもつためには，持続可能な地域づくりの主体

者としての自己形成に働きかけられる学習論を伴う必要が

ある。

以上が，本稿の主題に取り組もうとする筆者の問題意識

である。そして，地域課題の検討とその共有化の考察にあ

たっては，平成 18年 10月に締結した「垂水市と国立大学

法人鹿児島大学との第 4次総合計画策定の協定書」に基づ

き実施された，12回におよぶ鹿児島大学公開講座「総合計

画をつくろう・基本計画編」の内容の分析を中心に行う。

１．分析対象の公開講座の位置づけ

（１）垂水市と鹿児島大学生涯学習教育研究センター

最初に，地域課題を検討する対象地である垂水市の概

要を確認しておきたい。垂水市の人口推移は，昭和 22年

の 39,000人をピークに減少を続け，平成 19年 10月現在は

18,152人まで減少しており，高齢化率は 34.4％で，県平均

25.7％（H19年 10月現在）を上回っている。市の財政状

況（H18年決算状況）は，行財政改革が効果を挙げ好転し

ているものの，財政指数は0.3%（0.42 %以下は過疎指定），

経常収支比率は 94.2％（81.4％適正水準）となっている（平

成 10年度「財政状況一覧」（垂水市財政課提供））。産業別

従事者をみると，第一次産業1,761（21%），第二次産業1,980

（23%），第三次産業 2,399（54％）となっており，第一次産

業と第二次産業が年々減少しているのに対し，第三次産業

は横ばいである（H18年）（「統計たるみず」平成 19年度

版）。小中学校に関しては，９つの小学校のうち，平成 18

年 3月に 1校が廃校，残り 8校のうち複式学級をとってい

るのが 4校である。中学校は，平成 20年 3月議会で市内

の 4校（平成 18年 3月に閉校になった１校は含まず）が，

平成 22年までに 1校に統合されることが承認されている。

また，9つの校区には 9つの校区公民館が条例で定められ

ており，さらにその下には，149の振興会（自治会）があり，

その多くが，農村コミュニティの拠点機能を今も果たして

いる。以上の概要からみて当対象地は，典型的な農村過疎

地域であるといえる。

本市は，平成の大合併の最中に合併協議会からの離脱を

余儀なくされ，平成 16年 3月議会で単独でいくことを選

択している。そして，今後のまちづくりのあり方を模索す

るなか，平成 17年 2月に筆者の所属する鹿児島大学生涯

学習教育研究センターと出会い，ESDをバックボーンにし

た町づくりで協力していくことを確認しあった。同年 6月

に「垂水市の将来改革と基本構想の作成」をテーマに公開

講座を実施して以来，筆者を中心に毎年継続して，垂水市

のまちづくりを支援する公開講座を開講してきている 5。

大学（当センター）としては，垂水市を地域のニーズに応

える新たな公開講座を開発する場として，また，ＥＳＤを

核にした地域づくりのアクションリサーチの場として位置

づけ，関係を持続してきた。その両者の関係は，垂水市が，

第 4次垂水市総合計画 6の策定に大学の公開講座を活用し，
4 国連ＥＳＤの 10年推進事業、平成 18年度の成果：http://www.en

v.go.jp/policy/edu/esd/achievement/index.html（最終確認日 2008年
9月 30日）

5 一連の公開講座については、次の拙著に詳しい。小栗有子「自
治体と連携した ESD実践の報告：公開講座『垂水市の将来改革
と基本構想の作成』鹿児島大学生涯学習教育研究センター年報
第 3号、平成 18年、pp.87-95。小栗有子「地方自治と ESD－鹿
児島県垂水市の地域づくりを事例に」『持続可能な開発のため
の教育（ESD）に関する総合的研究』平成 16～ 19年度科学研
究費補助金（基盤 (A)(1)）研究代表者阿部治、平成 20年 3月、
pp.242-263。

6 総合計画とは、1969年の地方自治法の改正で、第 2条 4項に「市
町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経て
その地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための
基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない」
と定められたことを法的根拠とする。総合計画は、長期的構想
としての「基本構想」、中期計画としての「基本計画」、そして、
短期計画としての「実施計画」の三層構造を採用する自治体が
多い。垂水市では、過去に第 1次総合計画（1978年～ 1987年）、
第 2次総合計画（1988年～ 1997年）、第 3次総合計画（1998年
～ 2007年）を策定している。
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市民と市職員の手作りで仕上げていくことを決めたことを

きっかけに，平成 18年 10月に「垂水市と国立大学法人鹿

児島大学との第 4次総合計画策定の協定書」の締結へと発

展した。市と大学が，相互に連携・協力して，総合計画を

策定するとともに地域社会および人材育成の発展に寄与す

ることを目的に，次に挙げる協定内容を取り交わした。

①　垂水市総合開発審議会に関すること

②　総合計画策定公開講座に関すること

③　地域生涯学習教育研究に関すること

④　農村，過疎問題の研究に関すること

⑤　持続可能な開発のための教育プログラムに関すること

そして，今回分析の対象となる公開講座は，次で詳しく

確認するとおり，協定書に基づき実施された公開講座の一

部にあたり，総合計画策定プロセスの一部であると同時に，

平成 17年から始まった「ＥＳＤを核にした地域づくり」

を支援する一連の公開講座の蓄積の上に位置づけられる。

（２）「みんなで総合計画をつくろう」公開講座

平成 18年から 19年にかけて総合計画の策定に向けて実

施した公開講座は，大きく 3種類に分けられる。そのうち

2つが職員向け（若手職員と中堅職員（双方ともに全9回））

であり，残りの一つが市民向けである 7。市民向け公開講

座は，さらに 4つのパート（ステップ）に分かれており，

ステップ１の「基本構想編」（全 5回）では，総合計画を

構成する①基本構想，②基本計画，③実施計画のうち，①

の基本構想の理念を扱う講座であり，講座の成果として，

基本構想の提言書を受講生が作成し，市長に提出した。そ

して，ステップ 2の「基本計画編」（全 12回）は，ステッ

プ 1で確認しあった基本構想に基づき，基本計画を策定し

ていくために 12の各論に分けて実施したものである。続

いて，ステップ 3の「基本構想策定編」（1回）では，市

側が作成した基本構想の素案をチェックし，最後にステッ

プ４の「総合計画活用編」（全 2回）において，総合計画

の実行段階に今後どのようにかかわっていけるのかを確認

し，一連の公開講座は終了した（表１）。

以上実施した公開講座のうち，今回分析するのは，市民

向け公開講座のステップ２「基本計画編」（全12回）である。

この公開講座を取り上げる理由は，本講座が，垂水の地域

課題を 12の各論（領域）に分けて，すべての回において，

専門家，市職員，市民の 3者がともに議論し，具体的な検

討を行った講座であったことだ。12の各論は，表 2のとお

りであり，それぞれの各論は，①よい仕事環境，②よい自

然と居住環境，③よい学び /仲間 /文化，④よい行政と住民

参加の 4つのテーマに分類することができる。これらのテー

マは，もとを辿ると結城登美雄（民俗研究家）の提唱する

7つの地域の良い条件（よい仕事の場がある，よい居住環

境がある，よい文化がある，よい学びの場がある，よい仲

間がある，よい自然がある，よい行政がある）を出発点に，

ステップ１「基本構想編」の公開講座を通して，4つに絞ら

れていった経緯をもつ。そして，受講生が市長に提出した

提言書は，この 4つのテーマごとに提案されており，今回

分析するステップ２「基本計画編」の企画（12の領域と講

師の選定）は，その提言内容に基づいて設定したものである。

また，注記したい点として，4つの分類テーマは，表２

の【　】に記すとおり，持続可能な開発の定義に用いられ

る4つの側面とも対応するものとなっている 8。つまり，「垂

7 実施した公開講座については、次の URLから各回の報告書等を
入手することができる。http://www.city.tarumizu.kagoshima.jp/soug
oukeikaku/（最終確認日 2008年 9月 30日）

8 持続可能な開発を定義づける 4つの側面のうち、よい学び・仲
間・文化に対応する言葉として「生活文化」をあてているが、

これは一般的に「社会」として扱われる分野を筆者が生活文化
に置き換えたものである。筆者は、ここでいう生活文化を狭義
の意味として用いており、広義の意味としては、他の3つの分野、
すなわち、仕事・産業、環境、政治の全てを含む内容として生
活文化を理解している。
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水づくり」ないし，持続可能な地域づくりは，①よい仕事

環境づくり（産業），②よい自然と居住環境づくり（環境），

③よい学び /仲間 /文化づくり（生活文化），④よい行政と

住民参加づくり（政治）の 4つの側面（実践テーマ）から

日々，具体的に実践していく取り組みとして捉えているの

である。したがって，「垂水づくり」の地域課題の検討と

その共有化を今回考察していくにあたり，上記４つのテー

マごとに原則検討していくことが大きな特徴となる。

講座の流れは，図１に示すように，各講座は，最初に各

領域の専門家より，一般論として，また，客観的視点より，

今後垂水市がまちづくりを進める上で，踏まえるべき内

外の動向や，垂水市の位置と課題等について問題提起（講

演）をしてもらった。その後，２～３の論点を講師より提

示してもらい，受講生及び当日のスタッフである市職員が，

それぞれ 10名前後のグループに分かれ，職員が進行と書

記を務める中，論点について討議する時間をとった。講

座によって異なる

が，大体２～５の

グループを編成し，

専門的知見を踏ま

えながら各自の生

活実感や経験知に

基づき，与えられ

た論点について協

議し，その協議結

果を最後に全体で

共有した。

今回の分析では，

12回の公開講座の

結果報告書（市作

成）を参照するとともに，12の講座すべてにおいて，①講

師の問題提起，②各グループの討議内容，③グループ発表，

④講師の講評の一連の講座過程をＩＣレコーダに記録し，

それらを後日起こした記録があるので，その内容を用いる

こととする。ただし，音が拾えない記録が約１／４程度あ

り，特に分科会の記録の多くを確保することができなかっ

た。しかも，かろうじて起こしたテープについても，聞き

取れない部分がところどころあった（表 3）。

以上の制約条件を踏まえた上で，第 2節以下では，次の

視点と順序で内容を分析していくこととする。

①講師の問題提起の内容と問題提起者間の関係分析：「垂

水づくり」の４つ側面（実践テーマ）ごとに，客観的地

域課題の所在を明らかにする。

②講師が出した論点と実際に話し合われた論点の比較分

析：講師の提供した専門的知見を受講者（住民と市職員）

がどの程度受け止め，議論されたかその傾向と課題を考

察する。

③各グループ討議を通じて明らかになった課題とその解決
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策の抽出・分類による内容分析：受講者（住民と市職員）

が，どのような地域課題をどの程度共有し，また，その

認識した課題に対する当事者意識の程度について傾向と

課題をつかみ，今後さらに地域課題の共有化を進め，当

事者意識を高めていくために求められる取組みについ

て，４つのテーマに分けて考察する。

なお，すべての公開講座の企画について筆者が責任を

負っており，実際に講座を組み立てた立場から考察するも

のであることを予め断っておく。

２．公開講座の内容分析１～客観的

地域課題の把握
本節は，4つのテーマ，すなわち，よい仕事環境づくり，

よい自然と居住環境づくり，よい生活文化づくり，よい行

政と住民参加づくりごとに，専門的・客観的視点に立った

地域課題（以下，客観的地域課題）の所在はどこか。その

核心に迫り，把握することが目的である。そのために，次

の順序で考察を進めるものとする。まず，テーマごとに 3

つの各論（領域）が選定された理由を，ステップ１「基本

構想編」公開講座の成果として受講者が作成した「第 4次

垂水市基本計画基本構想に対する提言書」（以下，「提言書」

と記す）（平成 18年 8月 16日市長に提出）の中で確認し，

次に，各講師が当日問題提起した内容の要旨をまとめた上

で，テーマごとに（3名の講師ごとに）内容の関連性や視

点の共通点を考察することで，客観的地域課題の特徴を明

らかにする。

講師の問題提起の内容要旨，および，相互の関連性の検

討においては，各講師の講演録のほか，事前に講師が提出

した講演要旨と当日配布された資料を参照する。また，各

講師の問題提起の内容とその提示する論点を理解する上で

前提となる，講師に関する最低限の情報を表としてまとめ

ておくものとする。具体的には，講師の専門分野とその領

域の中の立ち位置，並びに，垂水市とのかかわりについて

記す。立ち位置の把握については，鹿児島大学の教員に関

しては，研究者総覧 9からそれぞれの専門分野，研究テー

マ，キーワードを抜粋することでそれに代え，学外の講師

については，同じ内容について直接本人に確認をとること

とした。垂水市との関わりについては，これまでの一連の

公開講座へのかかわりの有無のほか，垂水市と各自の研究

との関係について，筆者が把握する範囲で記してある。な

お，講師より事前に筆者が受け取った論点についても，あ

わせて表の中に示しておく。

（１）よい仕事環境づくり【仕事・産業】

テーマ「よい仕事環境づくり」では，各論として，表 4

に示す林業，水産業，農業の３つの領域と講師を選定した。

各論の選定には，「提言書」に記された垂水市の今後の産

業活性化に向けた方向性と現状認識を考慮した。「提言書」

には，垂水市は，農林水産業が中心であり，働く場所は少

なく，地域経済が循環していないとあり，今後は，垂水固

有の条件を生かし，垂水市の内と外で物，人，情報が交わり，

地域経済が循環・持続するまちを目指していくべきだとあ

る。垂水ブランドの確立や人の誘致，異業種の交流によっ

て，産業の活性化を目指す提案内容となっており，今回の

講座が，それに基づく最初の検討の場となった。各講師の

問題提起内容の要旨は以下の通りである。

まず，林業では，日本全体で森林・林業がどういう状況

に置かれているのかについて，国際産業の動向や国の森林

政策との関係で解説があり，国産材や外材の生産量や流

通状況などのデーターを紹介しながら特徴や課題を指摘し9 鹿児島大学のホームページから抜粋。 http://krl.cc.kagoshima-u.ac.j
p:591/kurl/start.html（最終確認日 2008年 9月 4日）
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た。特に，製材市場における国産材のシェアが 55%を有し

（南九州は93％），外材価格も上がっているのにもかかわら

ず価格に変動はなく，プライスリーダーになれていない点

や，新たに林野庁が導入する新生産システム（狙いは二つ：

製材工場の規模拡大で競争力強化と丸太の安定的供給）が

うまく機能していない状況を取り上げ，木材の需給調整シ

ステムが日本に欠けていること，資源の循環利用に問題を

抱えていることを強調した。そして，最後に世界の情勢や

資源戦略は，垂水市にとっても無縁ではなく，競争に目を

背けてしまってはうまくやっていけないことを忠告した。

水産業では，規制緩和と自由化が非常に早く進んでおり，

特に卸売りが劇的に変化しているという話に始まり，水産

業を取り巻く世界の動きからみて，魚を単にとって売るだ

けはダメで，外を向けない産地はつぶれると警告した。状

況を詳しく説明するため，グローバリゼーションとキャピ

タライゼーションの話があり，日本でも活発に進む漁業制

度改革の意味を解説し，その対応策として生産構造の改革

に着手する必要性を強調した。また，消費力の弱体化（魚

を食べない若者・空腹を満たすだけの「食」）にも触れ，

最後に今後の養殖経営の展望を示した。

農業では，あえて農地資源や農業の生産，担い手問題に

ついては触れず，一般の市民に参加してもらう農業経営の

新しい形の展開や，農村の住民だけではなく一般の市民や

消費者にも入ってもらう地域づくりのシステムの可能性に

ついて，検討を促すための数多くの事例が紹介された（都

市住民との連携，農家民泊，有機農業，多様な出資者によ

る新たな法人形態等の事例）。これは，「農業を農業者だけ

で担っていくのは垂水市でも相当厳しい。農業を取り巻く

環境，特に国際的な競争にさらされている中で，新しい農

業の形を地元の農業者だけで対応するのは制約がある。国

内農業の一番の強みは，農村空間。農産物で勝負ではなく，

農村空間の魅力を高めて勝負する。」という講師の認識と

判断に基づいていた。

以上が，各領域の専門家が提起した内容である。そこか

らいくつかの共通点を拾い上げてみると，まず一つ明確な

傾向は，どの領域からも，競争が激化し，激しく変動す

る国際的な経済動向と無縁でいられない地域の農林水産業

の位置と課題を示した点にある。また，生産者と一般市民

や消費者との距離を縮める，あるいは，縮めるだけでなく

協働していくことの今後の方向性も共通点として浮かび上

がってきている。ただし，各講師の論点まで踏み込むと，

講師のスタンスはもとより，各領域（学問）が対象とする

資源の性格的違い，法制度や学問上の歴史の違いなどから

くると思われる相違も，また一方で見受けられた。たとえ

ば，需給調整機能の確立や再生サイクルの長い木材の循環

型資源利用に課題を持つ林業に対して，農業分野からは，

認定農業者によらない市民参加型の農業システムや民泊な

どを取り入れた多角経営の試みが積極的に展開されている

状況説明があった。水産業について言えば，日本有数の養

殖生産地である垂水市にとって，単品大量生産型基地とし

ての課題は避けがたいものであった。

佐野教授は，グローバリゼーションに立ち向かうために，

日本の農林水産業の生産力に求められるものとして次の３

つを提示した。一つは，規模拡大・省力化といった低コス

ト化によって真っ向から勝負していくという選択，二つは，

特定市場を開拓し，非価格競争力のある商品生産で勝負す

るという選択，そして，三つ目として，新しい市場と価値

観の創出という選択である。地域の産業を考えていく際に

は，秋山教授から提起のあった，そもそも仕事（ミッション）

とは何かという問いとともに考える必要があるが，ひとま

ず，産業分野の各講師の問題提起の重要な共通項は，これ

ら 3つの選択肢をめぐる地域への問いかけにあったと集約

できそうだ。

（２）よい自然と居住環境【環境】

「よい自然と居住環境」に関する「提言書」をみると，

垂水市は，自然や資源に囲まれ，温暖な気候で暮らしやす

い反面，土砂災害や自然災害が多く，安心して暮らすこと

ができないこと，さらに，南北 40キロあまりの海岸線沿

いに集落が形成され，地区ごとに交通や生活の利便性に違

いがある点を現状認識として挙げている。そして，この条

件下で暮らしていく上では，一番大切なことは安全と安心

であり，安全と安心を中心に，人工と自然のバランス，い

つもウェルカムなコミュニティ，自然を大切にする心，誇

れる垂水暮らしを探求していきたいと記されている。以上

の提案内容を受けて，今後垂水市のよい自然と居住環境づ

くりを検討してく端緒として，表５に示す領域と講師を選

定した。

次に，防災の問題提起内容の要旨から順次確認していく

こととする。防災領域では，講師が垂水市の自然災害によ

く精通していたことから，会場となった牛根地区からの視

点，つまり，「私が牛根に住んでいたら，また，私の両親
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が牛根に住んでいたら」という視点から，ここ数年の災害

事例を中心に，牛根地区が災害常習地帯であり，集落の孤

立化や高齢化が重要課題であることがまず強調された。ま

た，災害から身を守るためには，災害のメカニズムや垂水

市の生い立ち（地質・地形）を理解し，危険な場所を知る

ことが必要であることから，映像や写真を多用しながら，

時間を割きながらその理解を促した。

都市計画では，垂水市の予備知識は事前に行った 1回の

ヒアリングだけと断りながら，一般的なまちづくりの話（都

市計画の理念の変遷と昨今のトレンド）をしたあとで，ま

ちづくりをめぐる諸課題（車社会の遺産，貧しい都市景観，

経済第一主義の浸透，脅かされる健康，宇宙船地球号の悲

鳴，人口減少化社会の登場）について説明を行った。そして，

最後に今後の展望として，健康な街づくり（新たなライフ

スタイル），美しい街づくり（デザイン・高質志向），地球

を生かした街づくり（風土性の活用と技術依存からの脱却）

の 3つを挙げ，その背景に，皆で協力しないと街づくりも

国づくりもできないと言うこれまでの反省があることを伝

えた。

最後の環境保全では，ネイチャーゲーム「私は誰でしょ

う 10」をアレンジした「私の地目はどこでしょう」のアクティ

ビティを通して，じっくり時間を取りながら垂水の環境を

地目別（農地，森林，原野，水面・河川・水路，道路，住

宅地）に次の７つの視点から特徴を理解することに努めた。

7つの視点とは，Ａ．面積や長さ，Ｂ．居住人数や労働者数，

Ｃ．用途や生産性，Ｄ．土地管理者・所有者，Ｅ．環境的

価値，Ｆ．維持管理にかかる作業やコスト，Ｇ .物質循環

である。そして，それらの認識を踏まえ，今後の環境の維

持管理のあり方を考える視点と論点を掘り起こせるよう工

夫がなされた。

以上が，講師からの問題提起の概要であるが，先に考察

した産業分野と違い，3つの領域に共通点をすぐに見出す

のは難しい。しかし，あえて挙げるなら，それは，環境（居

住環境）や自然という捉えどころの難しい対象をいかに具

体的に認識し，かつ，課題点を探り当てるかという点にお

いて，各講師の専門領域から話題が提供されていた点であ

ろう。防災では，人に対して災害をもたらす自然のダイナ

ミズム（自然現象）の部分を具体的に切り取って自然を捉

えようとし，環境保全では，垂水市の土地を具体的な使用

目的別に分類し，その土地面積ごとの居住者や労働者の数，

生産性や管理コスト，環境的価値などを確認しあうことで，

抽象的な環境を実態ある（認識可能な）対象に変えること

に成功している。そういう観点からすると，都市計画では，

住まいや家，塀や生垣といった具象をもっと扱っていれば，

もっと 3領域の共通項が見えていたかもしれない。

そして，もう一つ指摘すべきことは，環境の分野におい

ても，少子高齢化の現象が無関係ではない課題である（も

しくは，何らかの影響を与える）ことが，各領域の問題提

起から明らかになった点だ。少子高齢化の問題をストレー

トに指摘したのは防災と都市計画であったが，環境保全の

アクティビティのヒントとして出された，「森林が垂水市

の面積の 77％を占めているにもかかわらず，そこで働いて

いる市民は（統計上では）わずか 13人」といった内容や，

「農地が垂水市の面積の 8%を占め，そこに 1000名以上の

市民が働いているが，その 500名以上が 60歳以上」とい

う内容は，問題を示唆するものであったといえよう。

講師の問題提起の関連性のみからでは，取り除くべき地

域課題が十分明確になったとはいえないが，自然や環境を

具体的に捉えていくことが，課題を探り当てる出発点にな

ることは確認できたといえる。また，逆にいえば，自然や

環境を抽象的に捉えている限りにおいては，課題を見つけ

出し，特定していくことは困難である点を確認しておきた

い。

10 日本ネイチャーゲーム協会が認定するアクティビティの一つ。
背中につけられた生きものを周囲の人たちに質問しながら当て
ていく活動で、生き物の特徴や多様性、分類方法、生き物の暮
らしぶりを学ぶきっかけをつくることを狙いとする。
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（３）よい教育文化仲間【生活文化】

テーマ「よい教育文化仲間」は，4つのテーマの元になっ

た7つの地域の良い条件（仕事，居住環境，文化，学びの場，

仲間，自然，行政）のうち，検討の時間や労力的な制約か

ら，文化，学びの場，仲間をひとまとまりにした経緯がある。

したがって，本来「教育」「文化」「仲間」は別個に扱い検

討することが望ましい。ただ，そうはいっておられないた

め，表 6に示すとおり各論を厳選し，講師を選定した。そ

の選定基準はやはり「提言書」であり，その内容を確認す

ると，そこでは，垂水が，本来人々が助け合い，地域の中

で地域のことを教えあう，人情豊かな町であるが，少子化

により世代間の連帯が薄れ，垂水を愛する意識が薄くなり，

垂水の文化への認識不足が顕著になっている現状認識が記

されている。また，社会状況の変化により経済中心主義に

なりつつあるためか，仕事や生活に精一杯で子育ての心を

忘れがちであることや，地域全体が子供達の教育を学校に

だけ頼りすぎてきた弊害が出てきている点を指摘する。さ

らに，年配者との交流や若者の出会いの場が不足している

こと，よそ者に対して排他的な現状などを変えていくため

にも「学び・気付き」が不可欠であり，地域・家庭・学校

の連携による「学びの環境」をつくりあげていくことの必

要性が強調されている。

講師の問題提起の内容を確認していくと，まず社会教育

では，目下，中学校の統廃合問題が進行していたこともあ

り，地域コミュニティと学校の関係が徹底して問われた

（図２）。歴史的に日本の学校は，地域コミュニティ（集落）

との関係でつくられてきたが，今その関係が岐路に立たさ

れており，地域に根ざした教育がよいというのは建前で，

子供の進路を考えるとコミュニティから離れ，都市のほう

がよいというのが本音ではないか。一方，高齢者が積極的

に地元の小学校にかかわる姿に，学校が果たしてきた地域

のアイデンティの形成をどう考えるか。校区単位に，校区

公民館組織を作って，職員を配置し，社会教育活動を展開

するというが，それが果たして地域コミュニティとしての

機能を果たしているのか。今それを見直す時期に来ている。

つまり，地域行事やスポーツという狭い社会教育活動では

なく，福祉的機能や産業振興の場としての機能が必要では

ないのかといった提起がなされた。

福祉領域では，垂水市の今後 10年に最も大きな影響を

及ぼす高齢者の福祉を取り上げ，高齢者の生きがいと地域

の中の豊かな暮らしについて問題提起を受けた。話は，北

欧の福祉政策（高額の税金の見返りとしての福祉システム）

の動向と課題から始まり，高齢化率ではなくその中身（単

身世帯・病気・寝たきりの状況）を見ることが必要で，元

気な老人を増やす努力が重要であることが語られた。行政

のリーダーシップで，健康を維持するため日頃の生活を考

え，生きがい作りをバランスよく町が取り入れることや，

社会貢献とある程度の収入に生きがいを求められることな

どが提案された。また，豊かさには，目に見えるものと見

えないもの（経済的な豊かさのほか，自然や食べ物，生活

環境，心，文化，仲間などの豊かさ）があり，垂水市の地

域特性としてどういう豊かさを目指していくのかを問うて

いた。

学校教育では，教育や子育の問題が，どうしても個人的

な思いや価値観で語られ，互いに交差するような論議が難
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しいことを踏まえ，最初に子どもをめぐる調査データーを

提示し，できるだけ客観的に「問題」を捉え，論じていく

ことが意図された。また，「地域の教育力」という言葉の

もつ曖昧さを排し，実態のある地域の行政と地域の住民の

二つにまずは分けて，子どもの発達に必要な条件を整える

という視点から，学校と地域との関係，並びに，役割を考

えていくことを求めた（図３）。

以上，各講師の問題提起の内容を整理してみてわかるこ

とは，まず講師が，現在の学校と福祉の問題をめぐり，地

域コミュニティを舞台にしながら，子ども，ＰＴＡ，教員，

住民（高齢者・壮年層・若者）などの構成員が，様々な思惑，

複雑な利害関係で混沌としている状況に対し，問題の整理

を行ったことである。その上で，今直面している課題が何

であり，現状を打開するために，誰と誰がなにを話し合い，

検討しなければいけないのかという方向付けを行った点に

共通性が認められるといえる。ただし，方向付けはしたも

のの，ではどうすればよいのかという明快な解を与えるこ

とはなく，示唆するのに留まった点も共通している。

たとえば，社会教育においては，本音と建前の矛盾を克

服していく一つの方向性として，コミュニティ機能のあり

方が問われた。狭い意味での社会教育活動を見直し，地域

が抱える福祉や産業の問題に踏み込んでいくことがそれで

あった。また，福祉においては，暮らしの豊かさ，あるいは，

生きがいを求めていく上で，社会貢献とある程度の収入を

得られるという，目に見えるものと見えないもののバラン

スが必要であると示唆を与えている。学校教育では，子育

てに苦労している親や家庭をどう支えていくのか，という

具体的な課題の中から，それぞれの役割について検討して

いく糸口をやはり示唆していた。このような講師の姿勢は，

プレイヤーにはなれない，つまり，実践に責任をもてない

立場でできることの限界でもあり，講師の良識として受け

止めることができる。

最後にもう一つの共通点として，いずれの領域において

も，行政（職員）の果たす役割に対する期待が大きいとい

う点を指摘しておきたい。

（４）よい行政と住民参加【政治】

テーマ「よい行政と住民参加」は，元の 7つのよい地域

の条件に「住民参加」が含まれていなかったことをかんが

みると，垂水オリジナルのテーマであるといってもよいか

もしれない。実際に，第 4次垂水市総合計画の策定プロセ

スにおける一番の特徴は，市民と市職員が手作りで策定す

るという方針にあった。それゆえに，公開講座でも市民と

市職員が対話できる機会を多く設定することを意図した。

その過程は，ステップ１「基本構想編」から始まっており，

対話の機会の提供だけでなく，実際に市民と職員の双方が，

日頃感じていることを率直に出し合い，お互いの状況や違

いを理解し合えることに努めてきた。「提言書」はその成

果の一つでもあり，「よい行政と住民参加」については次

のように記されている。まず，現在の地方行政が，分権化

と行政改革がすすむなか，職員数の減少や業務量の増加な

ど多様な問題を抱えており，今後の行政運営には，市民と

の協働なしでは成り立たないという現状認識が示されてい

る。そして，住民への情報発信・受け入れがまだ十分とは

いえないとして，市民がよい暮らしを実感するためには行

政との信頼関係の構築が必要であり，それを意識的に醸成



小栗　有子 　「垂水づくり」における地域課題の検討とその共有化の課題

－ 21 －

していく必要性を指摘する。以上の提言内容を受けて，表

7に示す 3つの領域と講師を選定した。

各講師が提起した内容のうちまず行政の仕事では，行政

の仕事の種類（法的には，分権で法定受託事務と自治事務

になったが，法令で国がかなりコントロールする）の解説

と次に挙げる自治体のもつ体質について説明がなされた。

自治体は，財政が弱いので，補助事業（地方債の事業）の

導入に積極的であるため（今は少し変化・公共事業も減少），

市民より県や国を見て仕事をすること多かったこと，また，

自治体は，民間と違い，予算を確保し事業を多くやること

が評価される傾向にあり，その結果，効率性やコスト感覚

が育たない。さらには，自治体の人事評価制度は稀で，昇

進も給与も年功序列のため職員のやる気を引き出す仕組み

にないこと等である。一方，バルブル崩壊の影響による財

政状況の悪化以後，市民のニーズをよく見て事業を取捨選

択する必要が高まり，市民，民間，行政の役割分担をすべ

きという考えが広まってきたが，これを進めるためには，

住民と自治体の相互理解と信頼が不可欠であることが強調

された。

男女共同参画では，「誰もが認められ，発言できる地域

コミュニティ」を主題にして，男女共同参画の基本的な

考え方と男女共同参画社会を妨げている課題について，国

の動向を解説しながら卑近な例を多く取り上げて説明をし

た。男女共同参画の根底を流れるのは「人権と参画」であ

り，男女にとっての多様な生き方を支援することが考え方

の基本にある。そして，一人ひとりの人権が護られ安心し

て暮らせる社会づくりを実現するためには，男女共に生活

者であり，労働者であるための社会基盤システムの必要性

や，物事を決める過程（政策決定過程）に多様な人が関わ

ることができて，暮らしの実感が政策に反映されることの

必要性を強調した。また，制度だけが改善されても，意識

が両輪で進まないと地域においては難しい点にも触れた。

最後に，住民参加では，最初に住民の参加の仕組みは

たくさんあり，それぞれの町の体質や課題等の現状に照

らし合わせて考えていく必要があり，正解がないこと，そ

して，何よりも楽しみや充実感がないと続かないことを確

認した。その上で，なぜ住民参加なのかについては，行政

の限界や中央－地方関係の再編という意味だけでなく，社

会生活の複雑化・多様化，及び，従来の地域・地方自治に

対する反省がある点を指摘し，この二つが加わるからこそ

「協働」の意味がでてくることを解説した。また，住民や

市民の捉え方の類型（「無関心型」「行政依存型（一方的服

従，一方的要求）」「行政無視型」「行政関与型」）を紹介す

ると共に，地域社会の視点から見た「住民」の多様な側面（生

活者，地域共同体の一員，納税者，行政活動の受益者，有

権者など）を示し，行政と市民の双方に長所と短所があり，

信頼関係を持つことの大切を指摘した。そして，最後に表

を用いて，住民参加を５つのレベルに分け，個々に対応す

る具体的な参加の仕組みを紹介した。

「よい行政と住民参加」を担当した各講師の問題提起を

みると，その提起する課題は，いずれもまだ新しい内容で

あることがわかる。国と地方の行政事務の見直しに代表さ

れる地方分権一括法の多くと，もう一つの柱である男女共

同参画基本法は，いずれも法が施行されたのは 2000年に

入ってからである。平井教授が注意を促すように，地域・

地方自治のあり方をめぐる議論は，決して今に始まった問

題ではなく，新憲法が制定されて以来問われ続けてきたこ

とである。しかし，国と地方の財政状況の悪化は，いやお

うなく従前の行政のあり方に変更を迫り，その影響が住民

に及ぶことの波紋は大きい。さらに追い風になっているの

が，男女共同参画社会の推進であり，政策決定過程に多様

な主体が関わることを求めている。

平井教授は，住民の参加の仕組みを選択するのは地域で

あると述べ，最勝寺氏は，制度が出来ても意識が伴わなけ

れば，うまく機能しないことを警告している。また，有馬

准教授が，住民と行政職員の相互理解と信頼関係の重要性

を説くように，ここで問われていることは，一人ひとりに

とっての問題である。話を聞く一人ひとりに問いかけ，聞

く者によって関与の度合いに差を認めず，等しく関わるこ

とを求めているのがこのテーマの大きな特徴だといえる。

このテーマに至るまでに，すでに３つのテーマを扱ってき

たが，いずれのテーマも最終的には，よい行政と住民参加

というくくりの中で，課題が解決されていく必要がある点

を最後に指摘しておきたい。

３．公開講座の内容分析２～間主観

的地域課題の把握
以上，2節では，各講師の問題提起の内容と問題提起者

間の関連性を考察することで，4つのテーマごとに特徴的

な専門的・客観的視点に立った地域課題（客観的地域課題）

の所在について明らかにしてきた。そこで，今度は，課題
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解決のプレイヤーにはなれない講師に代わり，講師の問題

提起を実際に聞き，また，その提示された論点に基づいて

グループ討議を行った受講者側に視点を移すこととする。

専門家による地域課題の把握に対して，今回扱うのは，受

講者同士の話し合いによって共有していく地域課題（間主

観的地域課題）であり，両者の違いや双方をつなげていく

ことの意味について明らかにしていく。

具体的には，次の二つの分析と考察を行う。一つは，講

師が出した論点と実際に話し合われた論点を比較分析す

ることで，講師の提供した専門的知見を受講者（住民と市

職員）がどの程度受け止めたかその傾向と課題を検討する

（「論点と討議した内容の比較分析」）。二つ目に，各グルー

プ討議を通じて明らかになった課題とその解決策を抽出

し，それらを分類することで，受講者が，どのような地域

課題をどの程度共有し，また，その認識した課題に対する

当事者意識の程度における傾向と課題をまずつかむことと

する。その上で，今後さらに地域課題の共有化を進め，当

事者意識を高めていくために求められる取組みについて，

前節で明らかになった客観的地域課題に照らし合わせなが

ら，４つのテーマに分けて考察する（「課題認識と解決策

の抽出と分類による内容分析」）。なお，今回の分析では，

当事者意識の程度の判断は，①対象の課題に対して，どこ

まで具体的な問題として捉えられているか，②自分で何が

できるかを考えられているか，の二つ視点で考察すること

とする。以下では，二つの分析の方法と両方の分析に関わ

る留意点について記しておく。

まず，第一の分析「論点と討議した内容の比較分析」では，

次に挙げる 4つのタイミングにおける論点の内容とその変

化（修正・変更）ついて比較，検討する。タイミングの 4

つはそれぞれ，①講師が，公開講座の前日までに筆者に提

示した論点，②講師が，公開講座当日になって，論点を変

更した場合にはその論点，③講師の講演（問題提起）の後

に，各グループの進行係と筆者で論点の確認をし，受講者

から意見を引き出しやすいように講師の問題提起を解釈し

なおし修正した場合の論点 11（「第1次修正」），④グループ

活動が開始された後に，進行係の判断で，論点が修正・変

更が加えられた場合の論点（「第 2次修正」）をさす。各タ

イミングの論点は，次の方法で把握した。①は，事前に受

け取った資料からの抜粋，②は，当日の講演録（テープ記録，

および，筆者の記録メモ）からの抜粋，③は，筆者の当日

の資料メモからの抜粋，④は，各回の結果報告書と，数は

多くないが，グループ討議のテープ記録を参考にしながら，

当日の班発表のテープ記録から最終的に判断した。

　次に，第二の分析「課題認識と解決策の抽出と分類よ

る内容分析」では，まず，公開講座結果報告書に収められ

た各グループの発表要旨と当日作成したキーワードの関連

図を用いて，班発表のテープ記録も参照しながら，「課題」，

及び，「課題に対する解決策の提案」の二つの内容につい

て抽出する。そして，抽出された内容のうち「課題」につ

いては，グループに共通にみられた課題（「グループに共

通の課題認識」）と，グループに共通にはみられない課題，

もしくは，グループの中でも割れている意見（「グループ

に共通ではない課題認識」）の二つに分類し，比較検討する。

さらに，「課題に対する解決策の提案」については，出さ

れた提案内容と受講者の距離（当事者意識の程度）の考察

が可能になるよう，次の 3つの項目に分類する。一つが，

すぐに行動が可能な「具体的な内容」，二つが，具体的に

何をするのかがみえない「抽象的な内容」，最後が，国や

市行政に改善を求める「国や市への要望」であり，その上で，

内容を分析していく。

ところで，グループ討議の分析については，少なくとも

次に挙げる３つの不確定要素があるゆえに，今回の分析結

果には留意が必要となる。まず，今回のグループ討議では，

進行及び書記を行政職員が務めているが，その力量が必ず

しも一定していないという点である。したがって，論点の

提示の仕方，意見の引き出し方，まとめ方等にグループご

とに差がみられたという点をまず留意したい。また，当日

の討議参加者が誰であったかが，討論の結果を分析する上

で重要な要素であるが，今回はそこまで分析する余裕はな

い。ただし，当日の参加者の傾向として大きく表 8に示す

Ⅰ～Ⅳの 4つに分類することができる。グループの編成に

あたっては，参加者のバランスを考えて行われたものの，

参加者の人数やスタッフの数等によって偏りがあったこと

は考慮しておきたい。そして，最後に，今回の討論は，市

民と市職員の対話ということが名目とはなっているが，実

態としては，市民に語ってもらえるよう遠慮して，市職員

が発言していない，もしくは，本音を語っていない場合が

多々あることも留意が必要である。以上の留意点は，以降

11 公開講座が、同時並行に複数の講座が進行していたために、筆
者は全ての講座において進行係と議論する内容（論点）の確認
ができてない。また、当日のスタッフ（市職員）の主体性に配
慮して確認しなかった場合もある。論点を確認していない講座
については、所定の欄に「確認なし」と表記することにする。
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の考察の中で改めて取り上げることとする。

（１）論点と討議した内容の比較分析

本項は，講師が出した論点と実際に話し合われた論点を

比較分析することで，その傾向と課題を明らかにすること

が狙いであるが，作業に入る前に，公開講座における論点

の意味について改めて確認しておきたい。本公開講座は，

専門的知見の提供を受け，そのことをきっかけにして，市

職員と市民が，垂水市の現状と課題について共通認識が持

てるように対話を促すことを重視しており，平成 17年に

始まった「問題提起型」公開講座 12の意図をそのまま引き

継ぐものである。そして，講師から提起される論点は，グルー

プ討論の目的を明確にし（絞り込み），議論に方向性をもたせ，

争点を持ち込むことで，参加者の意見を引き出しやすくする

狙いがある。もともと公開講座の受講生の多くは，グループ

討議には慣れておらず，戸惑いも多い。限られた時間内に建

設的な議論を求めようとすれば工夫は不可避であり，論点を

絞り込むことはその工夫の一つである。また，内容論として

も，与えられた論点を深めることで，持続可能な地域づくり

（「垂水づくり」）をすすめなかで，取り除かなくてはいけな

い課題への気づきを促し，その解決策を見出すところまでた

どり着くことが期待されている。したがって，今回の公開講

座においても，講師の講演の後に提示する論点によって，そ

の後のグループ討議の目的と方向性を明確にし，論点を絞り

込むことで建設的な議論を促す意図があった。

以上が，講師の出す論点のもつ意味であったが，では，

実際上はどうであったのか。先に示した分析方法を用いて

比較した結果を表 9～表 12（領域ごとに通し番号を①～⑫

までつけてある）に示し，以下で解説していく。

まず，論点の修正・変更は，タイミング１からタイミ

ング３（第一次修正）までは，表９の林業以外は，大き

な変更はないことが確認できる。したがって，タイミン

グ１～３からタイミング４（第 2次修正）にかけてどのよ

うな修正や変更が行われているか，その傾向を読み解くこ

とが鍵となる。そして，講師が用意した論点と，各班が実

際に議論した内容を比較すると，大きく 4つ傾向をみてと

れる。その傾向とは，一つには，講師の用意した論点に比

べて，もっと絞られ限定されていくタイプ（Ａタイプと呼

ぶ），二つは，逆に講師の用意した論点に比べ，ぐっと押

し広げられ，論点がより抽象度を増すタイプ（Ｂタイプと

呼ぶ），三つは，講師の用意した問題提起の真意が伝わら

ないまま，論点が 180度修正されてしまうタイプ（Ｃタイ

プと呼ぶ），そして最後は，講師の用意した論点を比較的

忠実に守るタイプ（Ｄタイプと呼ぶ）である（図４）。

上述のＡ～Ｄの４タイプは，修正が加えられる理由に着

目することで，さらに細かく９つに分類することが可能で

ある。まず，Ａタイプについては，論点の絞られ方が話し

やすさを優先して論点を絞る場合（Ａ－１タイプ），参加

者の関心事に影響を受けて規定される場合（Ａ－２タイプ）

と，さらには，講師の用意した論点の趣旨を組んであえて

絞り込む場合（Ａ－３タイプ）である。タイプＢは，講師

が前提としていた枠組みを取っ払い，一般化させてしまう

ために生じる場合（Ｂ－１タイプ）である。Ｃタイプの場

12 問題提起型公開講座とは、「講師が問題提起をして、それに基づ
いて受講者が小グループに分かれて本音を語る」という分科会
方式を取り入れた公開講座の形態を指し、そのねらいは、分野
や立場を超えたコミュニケーションを促すことで、地域課題の
発見や、解決策のヒント、無から有を創造していくエネルギー
を生み出す力を引き出し、持続可能な地域づくりにつなげてい
こうとするところにある。なお、問題提起型公開講座については、
次の拙著に詳しい。「自治体と連携した ESD実践の報告・公開講
座『垂水市の将来改革と基本構想の作成』」鹿児島大学生涯学習
教育研究センター年報第 3号、2006年 3月。
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合は，講師の用意した論点の意味を十分に理解しないまま

に，話しやすさを優先して無難にやりすごす場合（Ｃ－１

タイプ）と，講師の用意した論点の意味を認識可能な範囲

に矮小化する場合（Ｃ－２タイプ），そして，講師の用意

した論点の意図とは関係なく，進行役の関心や意思に基づ

く場合（Ｃ－３タイプ）である。次に，最後に，タイプＤ

について付け加えると，講師の問題提起を忠実に振興させ

ながらも，出された論点を満遍なく網羅する場合（Ｄ－１

タイプ）と，講師の用意した論点を忠実に守りながら最後

の論点にまでたどり着かない場合（Ｄ－２タイプ）である。

今回得られた分析結果は，講師が伝えたいと考えている

内容が，どこまで聞き手のほうに伝わり，実際の討論の過

程に生かされているかを検証する上で興味深い結果となっ

た。提供された専門的知見を受講者がどの程度受け止めた

のかという視点からみると，その受け止め方にばらつきが

あることが確認できる（表 13）。タイプ別でみると，タイ

プＢとタイプＣが，講師が提起した内容が十分に受け止め

られていないことを示し，全体として数は少ないものの，

論点を提示する意図をかんがみれば問題があると指摘せね

ばなるまい。一方，タイプＡの一部とタイプＤは，濃淡の

差はあれ，講師の提起内容をある程度受け止められたこと

を示す。また，講師が提示した論点よりも狭まったことは

確認できたが，内容の理解度についてまでは判断できかね

る一部のタイプＡも確認された。

初めに断っておいたとおり，今回のグループ討論の進行

役は，市職員が担当しているがその力量には温度差がある。

さらには，表８で示したとおり，討論に参加する受講者に

関しても，提起される内容の前提知識や，当事者意識の程

度にばらつきのあるメンバーで構成されている。さらに，

講師による論点の提示の仕方にも，その受け止め方に影響

を与えたことは推察される。事実，講師の出した論点に比

較的忠実に討論がなされた領域も確認できた。ただし，そ

の場合であっても，扱う内容が，暮らしや生活実感に近い

場合と，産業のように，より複雑な問題構造を扱わざるを

得ない場合があり，一概に論点の提示の仕方の問題ともい

えないだろう。いずれにしろ，受け止め方の違いは，重層

的な要因に拠ることが推測されるが，それを特定するには，

実際の議論の内容とその展開にまで踏み込んだ厳密な把握

が必要であるため，今回はタイプＡ～タイプＤの傾向が認

められたことを指摘するにとどめたいと思う。受け止め方

の違いの原因を今後丹念に検証していくことで，持続可能

な地域づくりの過程に専門家による問題提起やグループ討

論を取り入れる意味と課題がもっと明確になってくるであ

ろう。

（２）課題認識と解決策の方向性

次に二つ目の分析として，たとえ前者の分析で明らかに

なったように，講師の出した論点とはずれがあったとして

も，グループで定めた論点（ないし，話題）に対して，ど

のような意見や課題が出され，その課題をどの程度共有す

ることができたのか，さらには，その課題認識に対する当

事者意識はどの程度であったのかに着眼し，検討すること

にしたい。前述の分析方法でも解説したとおり，程度を検

討するにあたっては，前者については，グループに共通に

みられた課題（「グループに共通の課題認識」）と，グルー

プに共通にはみられない課題，もしくは，グループの中で

も割れている意見（「グループに共通ではない課題認識」）

の二つに分類し，複数のグループで出された課題であった

場合には，一つのグループで出された課題よりも，共有化

進んだと判断する。一方，後者については，出された課題

に対する解決策に着目し，その解決策の内容の具体度と抽

象度，並びに，依存度に分類し，すぐに実現可能な具体性

の高い解決策が多いほど，当事者意識が高いと判断し，傾

向と課題を把握する。その上で，今後より一層地域課題の

共有化を深め，当事者意識を高めていくために今後取り組

むべき内容と課題について，第 2節で明らかにした客観的

地域課題の内容を参考にしながらテーマごと検討すること

とする。

分析方法に基づき，グループ討議を通じて明らかになっ

た課題とその解決策は，4つのテーマごとに表 14～表 17

に整理してみた。そして，全体を見渡した場合に一つの傾

向として言えることは，課題認識に関していえば，グルー

プを超えて共通する課題が，個々のグループで確認しあっ

た課題に比べ数がずいぶん少ないということである。また，

解決策に関していうと，抽象的な内容をもつ解決策に比べ，

具体的な内容をもつ解決策がやはり少ないということであ

る。なぜ，このような傾向が現れているのだろうか。もち

ろん，第 1の分析の視点で明らかになったとおり，論点の

違いから生じるものだと推察することもできる。実際に，

講師の出した論点に忠実に討議を進めたタイプＤの多い，

通し番号⑧の学校教育や，同じく⑩の行政の仕事では，グ

ループに共通の課題が比較的多く，また，⑧の高齢者福祉
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に関してみると，具体的な解決策が，⑩の行政の仕事と同

様に数が多いことが見て取れる。しかしながら，同じタイ

プＤであっても，④の防災を見る限り，必ずしも同じ論点

で話し合ったからといって，共通の課題が見出せるわけで

も，具体的な解決策が導かれるわけでもないことが明らか

である。そこで，次にその理由を探りながら，今後取り組

むべき内容を明らかにしていくために，テーマごとにもう

少し詳しく検討していくこととしたい。

まず，表14「よい仕事環境づくり」から始めることとする。

最初にそれぞれの領域における「グループに共通の課題認

識」を見てみると，林業と水産業は，ともに価格の低迷に

ついて共通認識になっている。また，農業についてみると，

担い手が高齢であることと，作物が少量多品目であること

に加え，農業従事者同士の連携がうまくいっていない点が

課題として上がっている。一方，「グループに共通ではな

い課題認識」のほうをみてみると，今度は，資源管理のこ

とや，加工・流通に関わること，消費者や同業者の動向など，

産業分野が今日置かれている状況をより詳しく知ることの

できる課題が多く上がっていることが確認できる。そして，

ここから分かることは，共通の課題認識となっている内容

は，全体の中のごく一部にすぎず，まだ多くの課題が共有

できていないということである。そして，ここからさらに

推察できることは，現在共有できている価格の低迷や担い

手の高齢化といった問題は，それ単独で存在するのではな

く，もっとほかの要因とのつながりの中で生じてきている

問題であるということだ。

そこで，共通の課題認識をもっと広げていくためにも，

共通の課題として認識されている問題が，なぜそうなのか。

つまり，問題の背景にある理由に関心をもち，問題を取り

巻く他の要因にももっと目を向け，問題同士のつながりや

関係を考えていけることが次に求められていることだとい

えるだろう。そして，問題同士のつながりがもっと見えて

くることで，具体的な課題解決策として何をしていく必要

があるのかについても，今以上に着想できるようになるの

ではないかと思われる。第 2節で確認したとおり，産業分

野を担当した講師に共通していた視点は，国際的な経済動

向にもっと目を向ける必要性であり，生産者と消費者の距

離を近づけていくことであった。その視点を取り入れると

すれば，地域と国際的な経済動向とのつながりはどこにあ

るのか，また，生産者と消費者は今どうつながっているの

かという問いを立てて，一つ一つ具体的に調べていくこと
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が求められるといえる。

次に，表 15「よい自然と居住環境」について考察する。

まず，このテーマにおける「グループに共通の課題認識」

では，個別現象的な課題の共有がなされているのに留まっ

ており，解決を要する問題の対象が何であるのかがはっき

り捉え切れていない点が見受けられる。その結果，④の防

災に顕著であるが，課題解決のためには，行政への陳情だ

けで終始する状況になっている。たとえば，共通の論点と

してあがっていた，避難のタイミングを考えていくために

は，どういう条件を満たすことができればそのタイミング

を推し量ることができるのか。あるいは逆に，どういう条

件を考慮しなければ，推し量ることができないのかといっ

た，連想が全くなされていないようだ。⑤の都市計画の共

通の課題認識にある「少ない商店街」も然りである。単に

商店街が少ないにとどめるのではなく，自分の実生活でど

のような買い物をどんな時にどこでしたいのかといった，

自分の日々の生活や問題にひきつけたイメージを豊かに持

てることが，共通の課題認識を広げていくためには，まず

必要なことであろう。課題解決策が発想できるのは，問題

対象が捉えきれた次の段階だろう。

もう一つここで考慮が必要だと感じることは，垂水の自

然と居住環境をテーマにしているにもかかわらず，垂水の

風土に根ざした個性がほとんど登場していない。あえてい

うなら，⑥の環境保全のなかに垂水のイメージとしての水

が，「グループに共通ではない課題認識」のところで指摘

されている。そして，⑤の都市計画の講師を担当した安山

准教授は，垂水市の風土の特性として「風」がキーワード

になるのではないかと語り，そのキーワードをまちづくり

にどう結びつけていくのか。どう形としてみせていくのか

を考える必要性を説いていたことが想起される。環境分野

を担当した講師の共通の視点は，環境（居住環境）や自然

という捉えどころの難しい対象をいかに具体的に認識し，

かつ，課題点を探り当てるかという視点にあったと指摘し

たが，抽象的な環境や自然を，いかに具体的に捉え，考え

ていくことができるのかが今後問われる必要がある。そし

て，そのためには，机上で議論するだけでは限界があろう。

引き続き，表 16「よい学び文化仲間」をみてみると，⑦

の社会教育の論点が，中学校の統廃合問題に議論が置き換

わってしまったことがあったにしろ，「グループに共通の

課題認識」の内容は，いずれもが，生活者の視点に立つ地

域コミュニティにおけるコミュニケーションの問題を扱う
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ものである。そして，共通する課題を見るだけでも，問題

の当事者が誰であるか明快であるが，「グループに共通で

はない課題認識」を含め合わせると，なお一層課題の当事

者の幅が広がる。そして，課題がある程度明らかになって

いるにもかかわらず，解決策が抽象的な内容に留まってい

るのは，課題の当事者間の話し合いが進んでいないことに

起因すると思われる。つまり，問題の当事者と考えられる，

子ども，ＰＴＡ，教員，住民（高齢者・壮年層・若者），

行政などの間で問題が，まだ共有されていないということ

だ。

⑦の社会教育と⑨の学校教育の担当講師から，地域コ

ミュニティと学校の関係や，地域コミュニティの機能そ

のものの見直しの時期を現在迎えている点が指摘されてい

る。そして，その見直しは，時代の変化を背景にしながらも，

⑧の高齢者福祉の論点であったところの「豊かな暮らし」

とは何か，「生きがい」と何かという生き方を問う問題で

あった。生活文化の分野で，今後より具体的な課題解決策

をひねり出していけるためには，その求められる見直しの

作業が具体的に始動していくことが求められよう。そして，

始動時期にあっては，講師も提起していたように，行政（職

員）の関与が，機会づくりという点において役割が期待さ

れる。ただし，その際に重要なことは，講師も指摘してい

る地域の中にある本音と建前や，様々な矛盾に取り組む姿

勢を崩さないことである。その矛盾に着手しない限り，求

められる見直しにはつながらないであろう。

最後に，表 17「よい行政と住民参加」を考察する。この

テーマは，他の３つと異なり，「グループに共通の課題認

識」についても，また，課題解決に向けた具体的な内容に

ついても，もっとも書き込みが多いことがわかる。ただし，

その理由をみてみると，その多くは，住民側からみた行政

（職員）の課題や要求事項が中心になっていることに気付

く。そして，本節の冒頭でも留意点として注記したように，

今回の講座では，市の職員は，なるべく市民に発言の機会

を譲ろうとして，職員の側から見た住民の課題や要望事項

は，十分には明らかになっていないといえる。つまり，問

題の当事者のうち，片側からみた課題しか共有できていな

いということだ。したがって，どうしても課題解決策の内

容に，市の職員としてどうするのか，あるいは，どうした

いのかという視点が欠けてしまっているといえよう。

さらに，第 2節で確認した本テーマの共通点は，住民参

加にしろ，男女共同参画にしろ，まだ非常に新しい内容を
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扱っているということであった。したがって，無理もない

のだが，表 17 の内容をみると，まだ十分にそれらの意図

する内容が，個人の理解として浸透しておらず，また共有

もできていないことがわかる。たとえば，⑪の男女共同参

画の課題認識の内容をみると，女性や嫁，男女の関係につ

いて，相対立する意見が複数混在しているのが見てとれる。

また，人権と参画に基づき，男女である前に個としての多

様性を受容し，多様な生き方を認め合うことを理念とする

男女共同参画の考え方に立てば，たとえ地域活動に参加し

ないの者であっても認められるべきであって，ペナルティ

を課して強要することとは反すると言わねばなるまい。た

だし，それは参加しないことを良しと容認することではな

く，なぜ参加しないのか，どうすれば参加できるのかを共

に歩み寄って解決していく必要があるということだ。でな

ければ，今日岐路に立たされている地域コミュニティが，

新たな姿で再生していく道を遠ざけてしまうと考えられ

る。⑫の住民参加についても同じで，今日求められている

住民参加の仕組みは，男女共同参画の中で扱われる「政策

決定過程に多様な主体が関われること」を主眼に置くもの

で，その視点に立って考えていくことが重要となる。いず

れにしろ，「よい行政と住民参加」の分野は，新しいだけ

でなく，すべてのテーマが，このくくりの中で解決されて

いくことが求められるのであって，だからこそ，きちんと

系統だった学習がこの分野には必要であろう。

おわりに
ここまで，「12回に分けて実施された公開講座「みんな

で総合計画を作ろう・ステップ２基本計画編」の膨大な

内容記録の分析を通して，「垂水づくり」の地域課題とそ

の共有化をめぐる課題について考察してきた。そして，そ

の考察方法の特徴としては，地域課題を「垂水づくり」の

実践的な 4つテーマである①よい仕事環境づくり（産業），

②よい自然と居住環境づくり（環境），③よい学び /仲間

/文化づくり（生活文化），④よい行政と住民参加づくり（政

治）に分けると共に，課題認識の主体に着目し，講師の問

題提起の内容分析と問題提起者同士の関連性から捉えた客

観的地域課題（第 2節）と，専門的知見の提供を踏まえ，

住民と行政職員の対話から導かれる地域課題を捉えた間主

観的地域課題（第 3節）の大きく講師側と受講者側に分け

て実施してきた。

その結果明らかになったことの一つは，客観的地域課
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題と間主観的地域課題の間には，大きな隔たりがあるとい

うことである。言葉を変えると，講師より提供された専門

的知見が，必ずしも受け手によって理解されていないとい

うことであった。その理解されない理由について，本論で

は検討することはできなかったが，しかし，その知見を取

り込むことによって，「垂水づくり」の当事者である住民

同士における地域課題の共有化が進み，当事者意識を高め

ていける可能性について第 3節（2）で示すことができた。

また同時に，4つのテーマごとに地域課題が異なることが

明白で，共有化を進めるにも，また，当事者意識を高め

ていくにも取り組むべき課題が異なることが明らかになっ

た。

一方，専門家の問題提起に基づいて，垂水市の住民（市

民と市職員）が討論するという「問題提起型」公開講座の

効果とその限界についても今回の考察で明らかになってき

たと言える。効果については，少なくとも専門家の知見を

交えた住民同士の討論によって，今回見えてきた地域課題

がある。ただ，①のよい仕事環境づくりと②のよい自然と

居住環境づくりで顕著であったように，次の段階に課題認

識と共有化を深めていくためには，議論に終止するのでは

なく，実際に問いを立てて，自ら現地に赴き，自分の目で

見て，耳で聞いて，調べて，考えていく行為が必要になっ

てくるのではないかと思われる。また，相互のコミュニケー

ションを強化する必要性のある③よい教育文化仲間づくり

や④よい行政と住民参加づくりでは，同じ議論をつづける

にも，対象者とテーマを絞り込んで，議論が深められる段

階に進んでいくことの必要性も認められたといえる。

「地域課題は，自覚（当事者意識）を伴った問題解決の

主体を必要とする」という本稿の課題意識を検証していく

には，今回明らかになった課題にさらに取り組んでいく必

要があるだろうし，また，それらを学習論につなげていく

場合にも，もっと多様な試みが必要であろう。
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